江東区災害時トイレ確保・管理計画策定業務委託仕様書（案）

１　件名
江東区災害時トイレ確保・管理計画策定業務委託

２　目的
　大規模災害時の避難所等におけるトイレの問題は、多くの健康被害と衛生環　　
　境の悪化をもたらす。
　本業務は災害時に必要となるトイレの確保や管理について取り組むべき事項　
　を整理し、適切な場所に十分な数量を確保し、多様な避難者に配慮した快適で　
　衛生的なトイレ環境を整備するため、トイレ確保及び管理に関する計画を作
　成することを目的とする。

３　契約期間
契約確定日の翌日から令和９年３月３１日

４　業務内容
（1） 計画準備
受注者は、業務の目的を把握したうえで、本仕様書に示す業務内容を確認し、業務計画書を作成して区担当者に提出する。
（2） 資料収集・事例調査
1 本検討にあたり、東京トイレ防災マスタープランや近隣区等の関連計画や過去の大規模地震における事例等、必要となる既往関連資料や参考事例等を収集する。
2 区内の被害想定、避難人口、避難者等の分布、災害時に活用できるトイレ（避難所等のトイレやマンホールトイレ、公衆トイレ等）の数量、分布、携帯トイレ等の備蓄状況について調査する。
3 事例等の調査にあたっては履行者とは別に防災・衛生分野の専門家2名以上を対象に1回30分以上のヒアリングを実施し専門的な助言を受け知見を得ること。
4 収集したデータは、基礎調査資料として提出すること。
（3） 災害時におけるトイレの確保・管理に関する現状と課題整理
1 災害時において使用されるトイレの特徴と役割を整理する。 
2 避難人口、避難者等の分布と災害時にトイレを確保すべき対象施設のトイレ数量及び携帯トイレ等の備蓄状況から、トイレの不足する量、種類、不足するエリア、協定先の活用や協定候補先について整理する。 
3 被害想定におけるライフラインの復旧状況等を踏まえて、想定されるトイレの確保シナリオを時系列で整理する。
4 事例調査等より、性別・要配慮者・外国人等の多様なニーズへの対応状況やトイレの確保・管理に係る対応部署及び関係者などの体制づくりについて整理する。
5 災害用トイレの区内配備に向けた費用対効果を含めた比較表を作成する。
6 災害時における、し尿収集体制について整理する。
7 上記の①～⑥を踏まえ、トイレの確保・管理に関する課題を整理する。
（4） 災害時におけるトイレの確保・管理方針の検討
上記（３）で整理した現状と課題より、 
1 災害時におけるトイレの確保・管理について、基本的な考え方を整理し、災害時におけるトイレの確保・管理方針を検討すること。
2 トイレ配備に関する年次計画を検討すること。 
（５）トイレ確保・管理計画の策定
　上記（１）から（４）を踏まえてトイレ確保・管理計画「全体版」及び「概
　要版」を策定する。
（６）普及啓発用広報資料作成
災害時のトイレ確保・管理に関する普及啓発用の広報資料の作成を行う。
（７）本検討における調査・検討結果を、報告書として取りまとめる。
（８）報告書・関連資料の提出。

５　打合せ協議
業務着手時、中間（５回程度）、成果品納入時に打合せ実施
打ち合わせの協議記録を作成し提出すること。

６　成果品
（1） 江東区トイレ確保・管理計画
（紙１００部、電子データ、デザインデータ、CD－R）　　　　 ：１式 
（２）普及啓発用の広報資料（電子データ、デザインデータ、CD－R） ：１式 
（３）業務報告書（A4、ファイル綴じ）                            ：１部 
（４）業務計画書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：１部
（５）基礎調査資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：１部
（６）費用対効果比較表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：１部
（７）トイレ配備年次計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：１部
（８）打ち合わせ協議記録　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：１部

７　資格要件等
　本業務を受諾するにあたり、以下の技術管理者等の条件を満たすものとする。
　また、技術管理者が別自治体やその他民間企業の契約と兼任する場合、本契約
　の履行に影響を与えないことを担保する必要があるため、区と事前に協議を
　行い影響が無いことを説明すること。また、協議の結果、履行に重大な支障が
　生じるおそれがあると区が判断した場合には、必要な措置（人員再配置、スケ
　ジュール再調整等）を速やかに講じるものとする

（1） 本事業の受託にあたり、必ず管理技術者及び担当技術者を定めること。
また、技術者等を変更したときも同様とする。
（2） 管理技術者の要件
管理技術者は、防災に関する各種法令や防災基本計画及び地域防災計画に関する豊富な知識、知見を有するとともに、技術士（建設部門：「都市及び地方計画」）の資格を有する者とする。
（3） 照査技術者の要件
管理技術者とは別の者とし、技術士（建設部門：「都市及び地方計画」）の資格を有する者とする。
（4） 担当技術者の要件
管理技術者、照査技術者とは別に、本件指名日から起算して過去１０年以内に東京都内の自治体の防災マニュアルや防災計画作成の実績経験のある者を１名以上配置すること。
（5） 配置技術者は、受託者に直接雇用された者とし、受託者は契約確定後、上記の要件を満たすことが証明できる書類の写しを、区担当者に対し速やかに提出すること。

[bookmark: _Hlk217381293]８　個人情報・守秘義務
（1） 受託者は、本業務で知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。また、
このことは本委託契約終了後も同様とし、従事要員についても遵守させること。
（2） 個人情報及び機密情報の取扱いについては、関係法令を遵守し、区の指示
に基づき取り扱うこと。
（3） 受託者は、区から提供を受けた個人情報を持ち運ぶ際は、鍵付きの鞄等に
入れ、施錠したうえで持ち運ぶこと。また、保管する際は、鍵付きの書庫等で施錠保管すること。
（4） 受託者は、本業務で知り得た情報の取扱いについて、区による監査、検査
に応じ、協力すること。
（5） 受託者は、本業務履行において発生した重大な情報セキュリティポリシーの違反等により情報資産への侵害が発生した場合又はおそれがある場合において、区がその事実を公表することを承諾すること。

９　著作権
[bookmark: _Hlk217381316]本業務により作成された成果物（校正本）及び電子データに関する著作権は、納品完了時点で江東区に帰属するものとする。受託者は、当該成果物及び電子データを第三者に利用させ、または販売してはならない。区は、当該成果物及び電子データについて、改変、複製、再利用その他の利用を行うことができる。

１０　データ消去
[bookmark: _Hlk217381340]契約終了後、１か月以内に個人情報を含むデータはすべて主管課に返却し、機器に残ったデータ（電子データ・紙媒体、バックアップ、クラウド含む）は適切かつ完全に削除し削除報告書を提出すること。

１１　委託費用の支払い
履行完了後、検査合格時に一括支払い

１２　その他
（1） 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合、その都度区担当者と受託者が協議し、決定すること。
（2） 受託者は、業務を通じて知り得た事項について、その一切を第三者に漏らし、または利用してはならない。
（3） 本業務に係る事故が生じた時は、受託者は速やかにその状況を区担当者に報告しなければならない

１３　担当
　江東区役所総務部危機管理室防災計画課地域防災係
　〒135-8383江東区東陽4－11－28防災センター４F
　TEL　 ：03‐3647‐9587
　E-mail：0571020@city.koto.lg.jp

